
(57)【要約】
【課題】  グラフ構造データを用いることにより、従来
の論理型言語処理系で複雑になっていた変数のバインデ
ィングを直感的に分かりやすいものにし、論理型言語処
理系の実現を容易にするグラフ構造データを用いた論理
型言語処理系の実現方法を提供する。
【解決手段】  論理型言語の処理系を実現する論理型言
語処理系の実現方法において、論理型プログラムの述語
に相当するルール及び問い合わせをグラフ構造データで
表現する工程と、問い合わせを表すグラフ構造データの
述語がシステム組み込みの述語である場合に、該述語を
システムが適用する工程と、問い合わせを表すグラフ構
造データの述語がシステム組み込みの述語でない場合
に、ルールを表すグラフ構造データのパターンマッチン
グと置換とを行うことにより、該述語の適用を行う工程
とを含む。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  論理型言語の処理系を実現する論理型言
語処理系の実現方法において、
論理型プログラムの述語に相当するルール及び問い合わ
せをグラフ構造データで表現する工程と、
前記問い合わせを表す前記グラフ構造データの述語がシ
ステム組み込みの述語である場合に、該述語をシステム
が適用する工程と、
問い合わせを表す前記グラフ構造データの述語がシステ
ム組み込みの述語でない場合に、前記ルールを表す前記
グラフ構造データのパターンマッチングと置換とを行う
ことにより、該述語の適用を行う工程とを含むことを特
徴とするグラフ構造データを用いた論理型言語処理系の
実現方法。
【請求項２】  前記システムによる述語の適用工程と前
記グラフ構造データのパターンマッチング及び置換によ
る述語の適用工程とを、前記問い合わせを表す前記グラ
フ構造データの先頭の述語から順次繰り返すことを特徴
とする請求項１に記載のグラフ構造データを用いた論理
型言語処理系の実現方法。
【請求項３】  前記グラフ構造データのパターンマッチ
ング及び置換による述語の適用工程において、複数の前
記ルールを表す前記グラフ構造データを用いたパターン
マッチングと置換とを並列に実行することを特徴とする
請求項１または請求項２に記載のグラフ構造データを用
いた論理型言語処理系の実現方法。
【請求項４】  前記ルール及び問い合わせをグラフ構造
データで表現する工程において、
述語を表すルートノードと該述語の引数を表すリーフノ
ードとからなる高さ１のツリーであって、一つのルール
が、問い合わせとのパターンマッチングを行うために用
意されたサブグラフと、パターンマッチングに成功した
問い合わせのグラフ構造データを置換するサブグラフと
の対で構成されたグラフ構造でーたにより、前記ルール
及び前記問い合わせを表現することを特徴とする請求項
１に記載のグラフ構造データを用いた論理型言語処理系
の実現方法。
【請求項５】  コンピュータシステムのデータ処理装置
を制御して、論理型言語の処理系を実現するコンピュー
タ制御プログラムを格納した記憶媒体において、
論理型プログラムの述語に相当するルール及び問い合わ
せをグラフ構造データで表現する工程と、
前記問い合わせを表す前記グラフ構造データの述語がシ
ステム組み込みの述語である場合に、該述語をシステム
が適用する工程と、
問い合わせを表す前記グラフ構造データの述語がシステ
ム組み込みの述語でない場合に、前記ルールを表す前記
グラフ構造データのパターンマッチングと置換とを行う
ことにより、該述語の適用を行う工程とを含むことを特
徴とするコンピュータ制御プログラムを格納した記憶媒

体。
【請求項６】  前記システムによる述語の適用工程と前
記グラフ構造データのパターンマッチング及び置換によ
る述語の適用工程とを、前記問い合わせを表す前記グラ
フ構造データの先頭の述語から順次繰り返すことを特徴
とする請求項５に記載のコンピュータ制御プログラムを
格納した記憶媒体。
【請求項７】  前記グラフ構造データのパターンマッチ
ング及び置換による述語の適用工程において、複数の前
記ルールを表す前記グラフ構造データを用いたパターン
マッチングと置換とを並列に実行することを特徴とする
請求項５または請求項６に記載のコンピュータ制御プロ
グラムを格納した記憶媒体。
【請求項８】  前記ルール及び問い合わせをグラフ構造
データで表現する工程において、
述語を表すルートノードと該述語の引数を表すリーフノ
ードとからなる高さ１のツリーであって、一つのルール
が、問い合わせとのパターンマッチングを行うために用
意されたサブグラフと、パターンマッチングに成功した
問い合わせのグラフ構造データを置換するサブグラフと
の対で構成されたグラフ構造でーたにより、前記ルール
及び前記問い合わせを表現することを特徴とする請求項
５に記載のコンピュータ制御プログラムを格納した記憶
媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、Ｐｒｏｌｏｇに代
表される論理型言語処理系を実現する論理型言語処理系
の実現方法に関し、特にグラフ構造データを用いて論理
型言語処理系を実現する論理型言語処理系の実現方法及
びコンピュータシステムのデータ処理装置を制御して当
該グラフ構造データを用いた論理型言語処理系の実現方
法を実行するコンピュータ制御プログラムを格納した記
憶媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】Ｐｒｏｌｏｇに代表される論理型言語の
処理系における述語の適用を行う場合、従来の論理型言
語処理系の実現方法では、変数の値を変数名で表される
シンボルとバインディングさせていた。しかし、プログ
ラム中には同じ変数名が何回も現れるため、推論が当該
変数部分に至る度に変数名を表すシンボルと実際の値と
のバインディングが変更される。このため、変数のバイ
ンディング処理が複雑になり、論理型言語処理系の実現
に手間を要していた。
【０００３】また、上記のように、従来の論理型言語処
理系の実現方法は、変数のバインディングの処理が複雑
であったため、実現された論理型言語処理系が非常に複
雑になっていた。したがって、当該処理系による論理型
言語プログラムの実行において、オーバーヘッドが生じ
やすく、性能が出難くなっていた。
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【０００４】
【発明が解決しようとする課題】上述したように、従来
の論理型言語処理系の実現方法は、変数のバインディン
グが非常に複雑であるため、論理型言語処理系の実現に
手間を要するという欠点があった。
【０００５】また、変数のバインディングが複雑である
ことにより、実現された論理型言語処理系が複雑になる
ため、当該処理系による論理型言語プログラムの実行に
おいて性能が出難いという欠点があった。
【０００６】本発明の目的は、グラフ構造データを用い
ることにより、従来の論理型言語処理系で複雑になって
いた変数のバインディングを直感的に分かりやすいもの
にし、論理型言語処理系の実現を容易にするグラフ構造
データを用いた論理型言語処理系の実現方法及び当該論
理型言語処理系の実現方法を実行するコンピュータ制御
プログラムを格納した記憶媒体を提供することにある。
【０００７】また、本発明の他の目的は、上記の目的に
加え、論理型言語処理系を簡単にすることにより、十分
な性能の出る論理型言語処理系を実現することができる
グラフ構造データを用いた論理型言語処理系の実現方法
及び当該論理型言語処理系の実現方法を実行するコンピ
ュータ制御プログラムを格納した記憶媒体を提供するこ
とにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成する本
発明は、論理型言語の処理系を実現する論理型言語処理
系の実現方法において、論理型プログラムの述語に相当
するルール及び問い合わせをグラフ構造データで表現す
る工程と、前記問い合わせを表す前記グラフ構造データ
の述語がシステム組み込みの述語である場合に、該述語
をシステムが適用する工程と、問い合わせを表す前記グ
ラフ構造データの述語がシステム組み込みの述語でない
場合に、前記ルールを表す前記グラフ構造データのパタ
ーンマッチングと置換とを行うことにより、該述語の適
用を行う工程とを含むことを特徴とする。
【０００９】請求項２の本発明のグラフ構造データを用
いた論理型言語処理系の実現方法は、前記システムによ
る述語の適用工程と前記グラフ構造データのパターンマ
ッチング及び置換による述語の適用工程とを、前記問い
合わせを表す前記グラフ構造データの先頭の述語から順
次繰り返すことを特徴とする。
【００１０】請求項３の本発明のグラフ構造データを用
いた論理型言語処理系の実現方法は、前記グラフ構造デ
ータのパターンマッチング及び置換による述語の適用工
程において、複数の前記ルールを表す前記グラフ構造デ
ータを用いたパターンマッチングと置換とを並列に実行
することを特徴とする。
【００１１】請求項４の本発明のグラフ構造データを用
いた論理型言語処理系の実現方法は、前記ルール及び問
い合わせをグラフ構造データで表現する工程において、

述語を表すルートノードと該述語の引数を表すリーフノ
ードとからなる高さ１のツリーであって、一つのルール
が、問い合わせとのパターンマッチングを行うために用
意されたサブグラフと、パターンマッチングに成功した
問い合わせのグラフ構造データを置換するサブグラフと
の対で構成されたグラフ構造でーたにより、前記ルール
及び前記問い合わせを表現することを特徴とする。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図面を参照して詳細に説明する。
【００１３】まず、本発明の一実施形態によるグラフ構
造データを用いた論理型言語処理系の実現方法の前提と
なるグラフ構造データの構成について説明する。
【００１４】本実施形態に用いるグラフ構造データは、
論理型言語によるプログラムの述語に相当するルール及
び問い合わせをツリー型のグラフ構造データで表し、サ
ブグラフのパターンマッチングとその置換によって当該
論理型言語の述語の適用を進める。
【００１５】さらに具体的に説明すると、一つの述語
は、高さ「１」のツリーである。ツリーのルートノード
は述語を表し、ツリーのリーフノードは述語の引き数を
表す。引き数は、変数の場合と定数の場合とがある。
【００１６】述語に相当するノード（ルートノード）
は、属性として述語の識別子を持つ。また、述語に相当
するノード（ルートノード）と引き数に相当するノード
（リーフノード）との間のアークは、属性として引き数
の識別子を持つ。
【００１７】述語はルールの集合からなり、一つのルー
ルは、パターンマッチングを行うために用意されたサブ
グラフ（以下、パターンマッチ用サブグラフと称す）
と、パターンマッチ用サブグラフとのパターンマッチン
グに成功した他のグラフ構造データ（問い合わせを表す
グラフ構造データ）を置換するサブグラフ（以下、置換
先サブグラフと称す）との対で構成される。パターンマ
ッチ用サブグラフは、述語を一つだけ持つ。置換先サブ
グラフは、述語を一列に並べて構成される。
【００１８】パターンマッチ用サブグラフと置換先サブ
グラフで共通の引き数は、同じリーフノードで表され
る。また、置換先サブグラフにおける共通の引き数は、
同じリーフノードで表される。
【００１９】問い合わせを表すグラフ構造データは、述
語を一列に並べた構造であり、問い合わせを表すグラフ
構造データにおける共通の引き数は、同じリーフノード
で表される。
【００２０】以上のように構成されたグラフ構造データ
を用いて、図５に示すプログラム及び問い合わせを表現
した例を図２ないし図４に示す。図５は、論理型言語の
一例であるＰｒｏｌｏｇにより、プログラムと問い合わ
せとを記述した例を示す。また、図２は、図５のプログ
ラムの１行目のルールを本実施形態で用いるグラフ構造
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データの形式で表現した例を示し、図３は、図５のプロ
グラムの２行目のルールを本実施形態で用いるグラフ構
造データの形式で表現した例を示し、図４は、図５の問
い合わせを本実施形態で用いるグラフ構造データの形式
で表現した例を示す。
【００２１】次に、上記のように構成されたグラフ構造
データを用いて論理型言語処理系を実現する手順につい
て説明する。図１は、本実施形態によるグラフ構造デー
タを用いた論理型言語処理系の実現方法を示すフローチ
ャートである。
【００２２】図１を参照して、上述したグラフ構造デー
タの形式で表現された問い合わせが発行されると（ステ
ップ１０１）、まず、当該問い合わせにおける一列に並
んだ述語の先頭の述語に着目する（ステップ１０２）。
そして、先頭の述語がシステムに組み込みの述語である
場合は、システムが当該述語の適用を行う（ステップ１
０３、１０４）。システムに組み込みの述語が適用され
ると、当該述語を表すノードは不要になるので削除する
（ステップ１０５）。
【００２３】問い合わせの先頭の述語がパターンマッチ
用サブグラフと置換先サブグラフからなるルールで構成
されている場合は、まず、一つのルールを選択し（ステ
ップ１０３、１０６）、当該述語の高さ「１」のツリー
が当該ルールのパターンマッチ用サブグラフとマッチす
るかどうか調べる（ステップ１０７）。マッチする場合
は、当該高さ「１」のツリーを置換先サブグラフに置き
換える（ステップ１０８）。
【００２４】バックトラックが必要な場合は、グラフ構
造データで表現された問い合わせをコピーして述語を適
用し、述語の一つのルールの適用後に問い合わせの結果
が失敗した場合に、次のルールを元のグラフ構造データ
に適用することによって推論を進めていく（ステップ１
０９）。
【００２５】上記ステップ１０３ないしステップ１０９
の動作を、各述語に対して順次行う（ステップ１１
０）。以上の動作において、推論の途中に現れる変数
は、サブグラフの置換によって現れたノードとして表現
される。したがって、シンボル名と値をバインドさせる
処理は不要となる。
【００２６】次に、図５に示したプログラム及び問い合
わせのグラフ構造データ（図２ないし図４参照）を用い
て本実施形態による具体的な述語の適用の例を示す。図
示の例では、リスト［１］とリスト［２，３］をａｐｐ
ｅｎｄした結果であるリスト［１，２，３］が出力され
る。
【００２７】図５に示すプログラムは、本実施形態にお
けるグラフ構造データの表現により、図２及び図３に示
すように表される。プログラムは、２つのルール、ルー
ル（１）とルール（２）とからなり、図２及び図３を参
照すると、各ルールは、パターンマッチさせるグラフ構

造データ（パターンマッチ用サブグラフ）とルールを適
用した後に置換するグラフ構造データ（置換先サブグラ
フ）との対になっている。
【００２８】図２及び図３で「ａｐｐｅｎｄ」という名
前のついたノードから出ている、「ｘ」、「ｙ」、
「ｚ」という名前のついたアークの先のノードは、それ
ぞれ、述語ａｐｐｅｎｄの第１引数、第２引数、第３引
数を表す。また、「ｃｏｎｓ」という名前のついたノー
ドから出ている、「ｈ」、「ｔ」、「ｒ」という名前の
ついたアーク先のノードは、それぞれ、述語ｃｏｎｓの
第１引数、第２引数、第３引数を表す。
【００２９】本実施形態におけるプログラムの内部表現
では、節中の一つの変数は一つのノードで表され、変数
の参照は述語を表すノードから当該変数を表すノードに
アークが引かれていることで表現される。また、引き数
を表すノードの○は未定義変数、●は既定義変数を表
す。
【００３０】以上のようなプログラムに対して、図５に
示す問い合わせが発行されたものとする。当該問い合わ
せは、図４に示すグラフ構造データで表される。
【００３１】まず、図４の破線で囲われた部分に着目し
（図１、ステップ１０１、１０２参照）、この部分にル
ール（１）を適用しようとする（図１、ステップ１０
３、１０６、１０７参照）。しかし、図２及び図４を参
照すると、パターンマッチ用サブグラフ中の「ｘ」とい
う名前のついたアークの先のノードの値が、問い合わせ
のグラフ構造データでは［１］であり、ルール（１）の
パターンマッチ用サブグラフでは［］であって、マッチ
しないので、ルール（１）は適用できない（図１、ステ
ップ１０９参照）。
【００３２】次に、ルール（２）を適用しようとする
（図１、ステップ１０３、１０６、１０７参照）。図３
及び図４を参照すると、ルール（２）は適用することが
できる。そこで、当該ルール（２）を適用すると、図４
のグラフ構造データは、パターンマッチ用サブグラフを
置換先サブグラフに置き換えて、図６のように変わる。
このとき、変数部分のパターンマッチの結果、未定義変
数だったａｐｐｅｎｄの第１引数、第２引数を表すノー
ドが［１］，［２，３］の値を持った既定義変数に変わ
る（図１、ステップ１０８参照）。
【００３３】次に、図６のグラフ構造データにおいて、
破線で囲われた部分の述語の適用を行い（図１、ステッ
プ１０３～１０５参照）、さらに、リスト［１］を１と
［］に分解することにより、グラフ構造データが図７に
示す形に変わる（図１、ステップ１１０参照）。
【００３４】同様の操作を繰り返し、図７の破線で囲わ
れた部分にルール（１）を適用して、グラフ構造データ
が図８に示す形に変わる。さらに、図８のグラフ構造デ
ータにおいて、破線で囲われた部分の述語の適用を行う
ことにより、グラフ構造データが図９に示す形に変わ
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る。図９に示すように、この時点で、最初の問い合わせ
時において未定義だった変数ｚに［１］と［２，３］を
ａｐｐｅｎｄした結果［１，２，３］が入る。
【００３５】以上説明したように、本実施形態によるグ
ラフ構造データを用いた述語の適用の部分とシステムに
組み込みの述語とを実装することにより、Ｐｒｏｌｏｇ
処理系と同等の処理系を実現することができる。
【００３６】図１０は、本発明の他の実施形態を示す。
本実施形態は、パーソナルコンピュータやワークステー
ション、その他のコンピュータシステムのデータ処理装
置１０を上記グラフ構造データを用いた論理型言語処理
系の実現方法を実行する制御プログラムにて制御するこ
とにより、Ｐｒｏｌｏｇ等の所望の論理型言語の処理系
を実現する。制御プログラムは、図示のプログラム記憶
媒体２０に格納して提供され、データ処理装置１０にロ
ードされて上記グラフ構造データを用いた論理型言語処
理系の実現方法を実行する。
【００３７】プログラム記憶媒体２０としては、磁気デ
ィスクや光ディスク、半導体メモリ、その他の一般的な
記憶媒体を用いることができる。
【００３８】以上好ましい実施の形態をあげて本発明を
説明したが、本発明は必ずしも上記実施の形態に限定さ
れるものではない。例えば、上記実施形態では、ルール
（１）とルール（２）とを順番に試しているが、複数の
ルールを同時に適用して並列に推論を行うことも可能で
ある。従来の論理型言語処理系の実現方法は変数のバイ
ンディングが並列処理に不向きであったが、本発明は、
複数のルールを適用した後のグラフ構造データは独立な
ので、並列に推論を行うことに適している。
【００３９】
【発明の効果】以上説明したように、本発明のグラフ構
造データを用いた論理型言語処理系の実現方法及び当該
論理型言語処理系の実現方法を実行するコンピュータ制
御プログラムを格納した記憶媒体によれば、変数のバイ
ンディングを直感的に分かりやすい形で表現するため、
論理型言語処理系の実現を容易にすることができるとい
う効果がある。
【００４０】その理由は、本発明では、グラフ構造デー
タのサブグラフパターンマッチングとサブグラフの置換

及びシステム述語の適用によって推論を行い、推論の途
中で現れる変数は、サブグラフの置換により新しくでき
たノードという形で表されると共に、一度既定義変数に
なった変数を表すノードにおいて、変数の値が変わるこ
とがないためである。
【００４１】また、実現された論理型言語処理系が簡単
になるため、十分な性能の出る論理型言語処理系を実現
することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の一実施形態によるグラフ構造データ
を用いた論理型言語処理系の実現方法を示すフローチャ
ートである。
【図２】  本実施形態に用いられるグラフ構造データの
例を示す概念図であり、図５のプログラムの一つのルー
ルの内部表現を示す概念図。
【図３】  本実施形態に用いられるグラフ構造データの
例を示す概念図であり、図５のプログラムの他の一つの
ルールの内部表現を示す概念図。
【図４】  本実施形態に用いられるグラフ構造データの
例を示す概念図であり、図５の問い合わせの内部表現を
示す概念図。
【図５】  本実施形態による処理の対象となる論理型言
語によるプログラム及び問い合わせの例を示す図であ
る。
【図６】  本実施形態により図４のグラフ構造データを
処理した状態を示す概念図である。
【図７】  本実施形態により図６のグラフ構造データを
処理した状態を示す概念図である。
【図８】  本実施形態により図７のグラフ構造データを
処理した状態を示す概念図である。
【図９】  本実施形態により図８のグラフ構造データを
処理した状態を示す概念図である。
【図１０】  本発明の他の実施形態による、グラフ構造
データを用いた論理型言語処理系の実現方法を実行する
コンピュータシステムの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１０    データ処理装置
２０    プログラム記憶媒体

【図５】 【図１０】
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【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図６】

【図７】

【図９】
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【図８】
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